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略語のリスト 

国内官庁： オーストラリア特許庁 

ＡＰＡ：  オーストラリア特許法 

ＡＰＲ：  オーストラリア特許規則 

Sec.：   特許法の各条 

Reg.：   特許規則に基づく規定 
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指定（又は選択）官庁 

ＡＵ 
オーストラリア特許庁 

 
国内段階に入るための要件の概要 

概  要

ＡＵ

国内段階に入るための期間 ＰＣＴ第22条(3)に基づく期間  ：優先日から31か月 

ＰＣＴ第39条(1)(b)に基づく期間：優先日から31か月 

国内官庁は権利回復を認めるか 

（ＰＣＴ規則49.6)？ 

権利回復手数料 

国内官庁は「相当な注意」の基準に基づき権利回復を認める 

 

AUD  100 

要求される国際出願の翻訳文の言語１ 英語 

要求される翻訳文１ ＰＣＴ第22条に基づく場合：明細書・請求の範囲（補正された

場合には，最初に提出したもの・補正されたものの両方)・図面の

中の説明 

ＰＣＴ第39条(1)に基づく場合：明細書・請求の範囲・図面の中

の説明（それらのいずれかが補正された場合には，国際予備審

査報告の附属書により補正されたもののみ） 

特別な状況において国際出願の写しが 

要求されるか？ 

出願人が様式PCT/IB/308を受領しておらず，国内官庁がＰＣＴ

第20条に基づく国際出願の写しを国際事務局から受領していな

い時点で，出願人がＰＣＴ第23条(2)に基づき国内段階手続の早

期開始を明示的に請求している場合にのみ，写しが要求される 

国内官庁は国内法に基づきカラー図面を 

認めるか？ 

無条件に認める 

国内手数料 通貨：オーストラリア・ドル (AUD) 

出願手数料１,２‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ AUD 400３  600４ 

国内手数料の免除，減額又は払戻し な し 

［次頁に続く］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

１ ＰＣＴ第22条若しくは第39条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。 

２ 詳細は次を参照されたい： 
https://www.ipaustralia.gov.au/patents/timeframes-and-fees#fx-tabs-0-panel-0 

３ 特定取引のための次の推奨手段を使用する場合：オンラインサービス又は企業間取引（Ｂ２Ｂ)。 

４ 特定取引のためにその他の手段，たとえば郵便，ファックス又は手交などを使用する場合。 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＡＵ
 

 

 (2025年3月1日) 

4頁

ＡＵ オーストラリア特許庁（続き） ＡＵ

国内官庁の特別の要件 

（ＰＣＴ規則51の2)５ 

国際出願の願書に記載されていなかった場合には，発明者の氏

名６ 

特許出願及び付与に関する出願人の資格についての申立て又は

通知６ 

先の出願の優先権を主張する出願人の資格についての申立て又

は通知６ 

オーストラリア又はニュージーランドに送達用あて名を有する

こと（ただし，代理人による代理の必要はない） 

翻訳文の確認書７ 

誰が代理人として行為できるか？ 国内官庁に弁理士として手続をするために登録されている者 

国内官庁は受理官庁による優先権回復の

効果を認めるか（ＰＣＴ規則49の3.1)？ 

認める 

国内官庁は優先権の回復請求を認めるか 

（ＰＣＴ規則49の3.2)？ 

認める。国内官庁は当該請求に国内要件を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

５ ＰＣＴ第22条又は第39条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合，国内官庁は通知に定められた期間内
に要件を満たすよう出願人に求める。 

６ 対応する申立てがＰＣＴ規則4.17に基づき行われていれば，この要件を満たすことができる。 

７ 確認済の翻訳文は，長官が要求した場合に限り，必要になる。 
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国内段階の手続 
 
 

APR Reg.  3.5AC(9) 

 3.5AF(2D) 

1.3 definition of 

“certificate of verification” 

AU. 01 翻訳文（確認） 

 国際出願又はＰＣＴ第19条若しくは第34条に基づく補正書の翻訳文の確認は，長官が出願

人に明確に要求した場合に限り提出しなければならない。これに該当する状況は，英語によ

る翻訳文が元の言語による書類を正確に反映させていないと信じる合理的な理由が存在する

場合に限られる。要求される国際出願の翻訳文の確認証明は，単純に署名及び日付を記入し

た陳述書で構成され，誰でも作成することができる。 
 

APR Reg.  3.5AC(8) 

 3.5AC(9)(a) 

 3.5AF(2C) 

 3.5AF(2D)(a) 

AU. 02 翻訳文（補充） 

 国際出願の翻訳文の誤りは，出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる

（国内段階6.002及び6.003項を参照)。補充は，出願人が誤り若しくは逸脱に気付いた時点，

又は長官からの翻訳文の確認要求に応答する時点で行うことができる。 

 

 AU. 03 手数料（支払方法） 

 概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書AU.Ⅰに概説されている。 
 

APR Reg.  3.2C(2)(a)(i) AU. 04 送達用あて名 

 出願人は，オーストラリアの国籍又は住所を有するか否かに関わらず，代理人の選任を要

求されないが，オーストラリア又はニュージーランド国内における（通知及び他の通信の）

送達用あて名を要求される。出願人は国内官庁に対して手続するための送達用あて名を届け

出なければならない。出願人は，国内官庁に対して手続するために正式に認められた代理人

を選任することができ，送達用あて名は一般的に登録された弁理士のあて名となるであろ

う。登録された弁理士の名簿は国内官庁に請求すれば入手することができる。 
 

APA Sec.  142(2)(d) 

 143(a) 

APR Reg.  13.3 

 13.6 

 22.2 

AU. 05 更新手数料 

 国際出願を継続するために継続（更新）手数料を支払わなければならない。最初の継続手

数料は，国際出願日から４年目（第４年度年金）に支払う。その後は各年における国際出願

日の対応日までに継続手数料を支払う。支払期日前であればいつでも支払が可能であり，期

日最終日から６か月以内であれば期間延長手数料の支払を伴うことで支払が可能。継続手数

料及び期間延長手数料の額は附属書AU.Ⅰに示されている。 
 

APA Sec.  44 

 45 

APR Reg.  3.15 

AU. 06 審査請求 

 国内官庁は特許性についての審査後にのみ標準特許を付与する。その手続は請求によって

のみ開始される。 
 

APR Reg.  3.15  

 3.16 

AU. 07 審査請求の期間 

 審査請求は，国際出願日から５年以内，又は国内官庁が出願人に審査請求を指示した場合

にはその旨の通知の日から２か月以内に行わなければならない。 
 

APR Reg.  22.2 

 22.2C 

AU. 08 審査請求手数料 

 審査請求は審査請求手数料が支払われなければ有効とならない。審査請求手数料の額は附

属書AU.Ⅰに示されている。 
 

APA Sec.  142(2)(e) 

APR Reg.  13.4 

AU. 09 出願が許可されるための期間 

 審査請求を行った出願は最初の審査報告の日付から12か月以内に許可されていることが要

求される。 
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APR Reg.  22.2  

 22.2EB 

APR Schedule 7, 

 item 203A 

AU. 09A 最初の審査報告の時点での超過請求の範囲手数料 

 最初の審査報告日の時点で出願に20個を超える請求の範囲が含まれている場合には超過請

求の範囲手数料を支払う。手数料計算の基礎となる請求の範囲の数は国内段階移行時に固定

されず，最初の審査報告日までに行われた出願の補正に基づく追加又は削除によって変化す

る。最初の審査報告日から１か月以内に手数料が支払われない場合，出願は失効する。出願

が許可されるための期間の終了前であればいつでも，超過請求の範囲の手数料額を支払うこ

とによって，期間延長を請求することなく，権利回復が可能である。この手数料額及び計算

方法は附属書AU.Ⅰに示されている。 
 

APR Reg.  22.22 

 22.2I 

APR Schedule 7, 

 item 213 

AU. 10 超過請求の範囲の調整額を含む許可手数料 

 出願の許可時に手数料の支払が要求される。この手数料には，最初の審査報告日から出願

許可までの間に追加された請求の範囲の調整額を含むことができる。これは同期間中のいず

れかの時点で，請求の範囲の最大数が20個を超えた場合に該当する。許可通知の公告から３

か月以内に許可手数料が支払われない場合，出願は失効する。出願を回復させる場合，出願

人は許可手数料支払のための期間延長を取得する必要がある。この手数料額及び計算方法は

附属書AU.Ⅰに示されている。 
 

APR Reg.  3.15(2) AU. 11 資 格 

 すべての審査請求には，特許出願及び付与に関する出願人の資格，並びに先の出願の優先

権主張に関する出願人の資格についての申立て又は通知を添付しなければならない。この要

件は出願人がＰＣＴ規則4.17に従い関連する申立てを願書に含んでいれば充足される。 
 

APA Sec.  43AA 

APR Reg.  3.14D 

 22.15A 

 

AU. 12 優先権書類（翻訳文） 
 優先権書類の英語への翻訳文及びその確認書（AU.01参照）は，長官が特に要求する場合

にのみ，国内官庁に提出する必要がある。この状況は，出願の有効性を決定するために翻訳

文が必要な場合に生じる。 
 
 優先権書類の翻訳文の確認は，長官が出願人に明確に要求した場合に限り提出しなければ

ならない。これに該当する状況は，英語による翻訳文が元の言語による優先権書類を正確に

反映させていないと信じる合理的な理由が存在する場合に限られる。要求される優先権書類

の翻訳文の確認証明は，単純に署名及び日付を記入した陳述書で構成され，誰でも作成する

ことができる。 
 

PCT Art.  28 

 41 

APA Sec.  102 

 104 

APR Chapter 10 

AU. 13 出願の補正及びその時期 
 出願人は国内官庁に対し，出願について次の補正をすることができる（自発補正の場合に

は，附属書AU.Ⅰに示された自発補正のための手数料の支払を条件とする)。 
 
 (ⅰ) 許可前 
   － 誤記及び明白な誤りの訂正 
   － 新規事項（出願時の国際出願の開示の範囲を超えたもの）を請求の範囲又は開示に

含む結果とならない補正 
 

 (ⅱ) 許可後 

   － 誤記及び明白な誤りの訂正 

   － 新規事項（出願時の国際出願の開示の範囲を超えたもの）を請求の範囲又は開示に

含む結果とならない補正，及び補正前の請求の範囲を拡張しない補正 

 
PCT Art.  25 

PCT Rule  51 

APA Sec.  10 

APR Reg.  3.5AB 

AU. 14 ＰＣＴ第25条の規定に基づく検査 
 関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。不利な決定がされる前に，出願

人は常にヒアリングを受ける機会が与えられる。不利な決定に対する検査はオーストラリア

連邦裁判所から得ることができる。 
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PCT Art.  24(2) 

 48(2) 

AU. 15 期間を遵守しなかったことによる遅滞についての許容 
 国内段階6.022から6.027項を参照。 
 

APA Sec. 223 

APR Reg. 8.3(4) 

 22.11 

AU. 16 出願人，代理人若しくは弁護士の過失による，又は関係者の管理を超えた状況によ

り，出願人がその権利にとって不利な結果になる期間を遵守しなかった場合，又はその者が

当該期間内に行為をした旨を確立するために事情に応じて要求される正当な注意を払ってい

たと長官が納得する場合には，当該期間が徒過している場合であっても出願人は国内官庁に

期間の延長を請求することができる。請求は書面で行い，宣誓書において依拠した事実を記

載し，手数料を添付しなければならない（手数料の額については，附属書AU.Ⅰ参照)。 
 

PCT Rule 49ter(f) 

APA Sec. 223 

AU. 17 優先権の回復 
 優先権の回復請求は，出願人の選択に従い，関連する行為が，相当な注意を払ったにもか

かわらずされなかった，関係当事者の管理できない状況のためにされなかった，又は，関係

当事者又はその代理人若しくは弁護士の錯誤若しくは逸失によってされなかった，のいずれ

かを理由とする期間延長申請として国内法令に基づき処理される。請求に関する手数料及び

その他の要件は請求される基準によって異なる。回復請求は書面で行い，請求の対象となる

基準を表示し，関連する手数料を支払って行うべきである（附属書AU.Iの「期間の延長手数

料」を参照)。請求の根拠となる状況及び事実を述べた申立てを添付することが望ましい。 
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A U

手   数   料１,２,３ 
（通貨：オーストラリア・ドル） 

 
標準特許出願 

出願手数料：………………………………………………………………………………………………… 400 (600)

 －オーストラリア特許法第29A条に基づくＰＣＴ出願の国内段階移行 …………………………… 400 (600)

審査請求手数料：  

 法律第45条に基づく審査（通常審査)： 

  (a) 出願がＰＣＴ出願であり，オーストラリア特許庁が，ＰＣＴ規則44の2.1に基づく 

    報告以外の，ＰＣＴ第35条に基づく国際予備審査報告を作成した場合 …………………

  (b) その他のすべての出願 …………………………………………………………………………

 

 

350 

550 

最初の報告時での超過請求の範囲： 

 最初の審査報告日の時点で出願に20個を超える請求の範囲が存在する場合： 

 

  (a) 21個目から30個目までの各請求の範囲についての額 ……………………………………… 

  (b) 30個を超える各請求の範囲についての額 ……………………………………………………

125 

250 

特許の願書及び完全明細書の許可手数料： 

 すべての場合における最低支払額 …………………………………………………………………… 

 

300 

最初の審査報告から許可までの間に追加された請求の範囲についての調整額： 

 －この期間中のいずれかの時点において請求の範囲の最大数が20個を超えた場合 

  (a) 21個目から30個目までの追加された各請求の範囲についての額 ………………………… 

  (b) 30個を超えて追加された各請求の範囲についての額 ………………………………………

 

 

125 

250 

継続／更新手数料（第４年以降は，国際出願日の各年の応当日が支払期日となる)：   

 －第４年 ………………………………………………………………………………………………

 －第５年 ………………………………………………………………………………………………

 －第６年 ………………………………………………………………………………………………

 －第７年 ………………………………………………………………………………………………

 －第８年 ………………………………………………………………………………………………

 －第９年 ………………………………………………………………………………………………

 －第10年 ………………………………………………………………………………………………

 －第11年 ………………………………………………………………………………………………

 －第12年 ………………………………………………………………………………………………

 －第13年 ………………………………………………………………………………………………

 －第14年 ………………………………………………………………………………………………

 －第15年 ………………………………………………………………………………………………

 －第16年 ………………………………………………………………………………………………

 －第17年 ………………………………………………………………………………………………

 －第18年 ………………………………………………………………………………………………

 －第19年 ………………………………………………………………………………………………

300 

315 

345 

380 

420 

465 

540 

645 

780 

945 

1,140 

1,385 

1,675 

2,010 

2,390 

2,815 

(350)

(365)

(395)

(430)

(470)

(515)

(590)

(695)

(830)

(995)

(1,190)

(1.435)

(1,725)

(2,060)

(2,440)

(2,865)

 

 

         

１ 最初に掲載する額は特定の手続のための次の推奨手段を使用する場合に適用される：オンラインサービス

（https://portal.ipaustralia.gov.au/login）又は企業間取引（Ｂ２Ｂ) 

２ 括弧内の額は特定の手続のためにその他の手段，たとえば郵便又は窓口などを使用する場合に適用される。 

３ 詳細については https://www.ipaustralia.gov.au/patents/timeframes-and-fees#fx-tabs-0-panel-0 を参照。 
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期間の延長手数料： 

 (a) 関係当事者若しくはその代理人に過失又は逸脱があった場合，各月又はその端数につき ……………

 (b) 関係当事者の不可抗力の状況における期間延長申請 ………………………………………………………

 (c) 関係当事者が，事情に応じて要求される条件を満たしながら当該期間内に行為を遂行するための 

   相当の注意を払っていたと，長官が納得した場合，各月又はその端数につき …………………………

 (d) 手数料が応当日以前に支払われなかったが，応当日後6か月以内に支払われた場合の継続手数料の 

   支払，延長した各月又はその端数につき ……………………………………………………………………

100

100

100

100

審査請求前又は許可後の自発補正の手数料 ………………………………………………………………………… 250

許可後の自発補正であって，補正を希望する明細書に20個を超える請求の範囲があり， 

補正の効果として請求の範囲の数が増える場合，各請求の範囲についての追加手数料 ……………………… 250

 国内官庁に対する国内手数料の完全なリストは，オーストラリア特許規則の表７，第２部に収められている。 

 

手数料の支払方法 

 (ⅰ) すべての手数料はオーストラリア特許庁に支払わなければならない。 

 (ⅱ) 国内手数料は，クレジットカード，選択サービス用口座，現金，小切手，為替，ＥＦＴＰＯＳ，ＥＦＴ又は

直接決済によってオーストラリア・ドル建で支払わなければならない。銀行送金による支払は次の銀行に行

うべきである。 

 

    受取人名：IP Australia Official Departmental Account 

    銀行名：National Australia Bank 

    銀行口座番号：082-926 868711229 

    銀行あて名：Woden Shopping Square ACT 2606 

    BIC/SWIFTコード：NATAAU3303M 

 

 

 


